
令和2年（2020年）6月1日号2 市報 新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。

納税に
ご協力を

■夜間納税・納税相談日6月24日㈬・25日㈭いずれも午後８時まで　　■土曜納税・納税相談日6月13日㈯午前９時～正午
■日曜納税・納税相談日6月28日㈰午前９時～午後４時　      場いずれも市役所徴収課窓口問徴収課徴収係☎042-497-2045

特 別 定 額 給 付 金申 請 書 の 記 入 例

①

②

③

④

⑤

⑥

申請日を記入してください。①

世帯主の氏名・
住所・生年月日
を確認し、世帯
主の方の署名と
電話番号を記入
してください。

②

③
世帯主と同一世
帯の方の氏名が
印字されていま
す。誤りがある
場合は、朱書き
で訂正してくだ
さい。「拒否」欄
に○をすると給
付されませんの
でご注意くださ
い。

④
受給を拒否され
る方がいる場合
は、その方の分
を差し引いた金
額に朱書きで訂
正してくださ
い。なお、全員
が拒否する場
合、申請書の返
送は不要です。

⑤
ゆうちょ銀行以
外の金融機関の
口座への振込み
をご希望される
方は、こちらに
ご記入ください
（世帯主または
その代理人の口
座に限る）。

⑥
ゆうちょ銀行の
口座への振込み
をご希望される
方は、こちらに
ご記入ください
（世帯主または
その代理人の口
座に限る）。

※本人による申請が困難な方は代理人による申請が可能です。その場合は、申請書裏面に必要事項を記入し
てください。詳しくは、清瀬市特別定額給付金コールセンター☎0120-917570へお問い合わせください。

・申請者（原則
　世帯主）の本
　人確認書類の
　写し
・申請者（原則
　世帯主）の振
　込金融機関の
　口座確認書類
　の写し

裏面に貼り付け

6月1日より、公共施設の利用制限を段階的に解除します
　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い発令され
た緊急事態宣言が5月25日に解除され、東京都の
緊急事態措置も段階的に解除されることから、そ
の動向を踏まえ、市内公共施設等の利用制限を6
月1日から段階的に解除します。利用できる施設

や利用に際しての注意点などは、各公共施設へお
問い合わせいただくか、市ホームページからご確
認ください。ただし、図書館（これまでに予約し
ていた本の貸し出し、返却業務のみ）と郷土博物
館は、5月27日から利用を再開しています。

利用の際の

注 意 点

▶室内での飲食（水分補給は除く）を伴うイベントや会議など
▶調理室や合唱など飛まつが広範囲に飛ぶ活動など
▶夜間の活動
　詳しくは、各公共施設へお問い合わせください。

以下に当てはまる催しや会議での利用は6月末まで引き続きできません
　これらの感染症対策にご協力をお願
いします。また、体調が優れないなど、
少しでも不安がある場合は施設のご利
用をお控えいたただきますようお願い
します。

・手洗いの徹底
・マスクの着用
・消毒液の活用

ご利用を考えている皆様へ


